
豊川市議会だより広告募集要綱 

 

豊川市議会では、自主財源の確保と地域経済の振興を図ることを目的に、「豊川市議会だ

より広告取扱要領」を定め、令和８年度に発行する議会だよりに掲載する有料広告を募集し

ます。 

 

１ 募集内容等 

（１） 広告の媒体  

豊川市議会だより 

  年４回発行 各号５７，６００部（豊川市内町内会加入世帯及び公共施設等） 

 

（２） 枠数及び掲載料  

枠  数 １号につき２枠を募集 

掲 載 料 

（１号１枠） 

２０，０００円（税込） 

※１年度分は８０，０００円 

   

（３） 申込方法  

次に掲げる書類を豊川市議会事務局に提出してください。 

① 豊川市議会だより広告掲載申込書 

（「豊川市議会だより広告取扱要領」に定める様式第１号） 

② 広告原稿案（内容、デザインがわかるもの） 

③ 会社案内等（会社の概要がわかるもの） 

④ 同意書（市税・国民健康保険料（税）の滞納の有無に関する照会及び確認） 

 

（４） 募集期間  

   令和８年３月２日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 

   ※ 上記期間外でも、枠に空きがある場合は随時募集します。 

 

（５） 募集案内 

     市ホームページ内の市議会のページ等により案内します。 

 

２ 広告掲載の条件 

（１） 掲載位置 

議会だより最終ページ下２枠（掲載枠の位置の指定はできません。） 

 

（２） 掲載号 

６月１日号、８月１日号、１１月１日号、２月１日号の４回 

※ 掲載決定は、原則として１年度分（４回）を行うものとします。 

但し、４回分の応募が難しい場合は、掲載希望号について相談に応じます。 



（３） 掲載規格 

① 大 き さ  縦５．５ｃｍ×横８．５ｃｍ 

② デザイン  市議会のイメージを損なわないもの 

③ 配  色  カラー 

 

（４） 広告の範囲 

   「豊川市広告掲載要綱」、「豊川市広告掲載基準」に沿ったものとします。 

 

３ 選定等 

（１） 選定方法  

豊川市議会だより広告取扱要領第８条の規定により、広告掲載者を決定します。 

 

（２） 結果連絡  

選定後、速やかに豊川市議会だより広告掲載・不掲載決定通知書（「豊川市議会だよ

り広告取扱要領」に定める様式第２号）により通知します。 

 

４ 掲載料納付 

掲載決定通知に同封する納付書により、指定期日までに納付してください。なお、納付

された掲載料については、還付しません。（広告主の責めに帰すことのできない事由によ

り掲載できなかった場合は除きます。） 

 

５ 掲載までの流れ（６月１日号の場合） 

日  程 内   容 

３月 ２日～３月３１日 申し込み（広告主） 

４月２４日頃 掲載または不掲載決定通知書発送（市議会） 

５月 ８日頃 広告掲載料の納付（広告主） 

６月 １日 豊川市議会だより配布（市議会） 

 

６ 要綱等 

（１） 豊川市広告掲載要綱 

（２） 豊川市広告掲載基準 

（３） 豊川市議会だより広告取扱要領 

（４） 豊川市議会だより広告原稿作成要領 

 

問合せ先 

豊川市議会事務局 議事調査係（豊川市役所本庁舎３階） 

    〒442-8601 豊川市諏訪１丁目１番地 

    電話 0533-89-2150  FAX 0533-89-2109 

    E-mail gikai@city.toyokawa.lg.jp 


